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第 158 回 神戸市環境影響評価審査会 会議録 

 

日 時 平成 29 年８月 16 日（水）10:00～12:15 

場 所 環境局研修会館 

議 題 
神戸製鉄所火力発電所（仮称）設置計画に係る環境影響評価準備書に関する審議（第

２回） 

出席者 

33 名 

◇審査会委員：11名 

  市川委員，沖村委員，島委員，武田委員，花田委員，藤川委員 

  藤原委員，槇村委員，増田委員，宮川委員，山下委員 

◇環境局職員：13名 

斉藤環境保全部長，田中環境貢献都市課長，磯部環境保全指導課長， 

植木水・土壌環境担当課長，中村自然環境共生課長 他事務局８名 

◇事業者：９名 

  （株）神戸製鋼所 電力事業部門 北川部門長 他８名 

公開・ 

非公開 
公開（傍聴人４名，報道関係者１名） 

 

○開会 

【議  長】  ただいまから，第 158 回神戸市環境影響評価審査会を開催いたします。 

 本日は，神戸製鉄所火力発電所（仮称）設置計画に係る環境影響評価準

備書に係る審議を行います。 

 傍聴者の方々は，お手元のファイルにある注意事項を守って，審議の円

滑な進行にご協力ください。なお，以降の写真の撮影等につきましてはお

断りさせていただきます。 

 それでは，事務局，よろしくお願いいたします。 

【自然環境共生課長】  それでは，本日の資料を確認させていただきます。 

 

≪提出資料の確認≫ 

 

【議  長】  それでは，議事に入りたいと思います。 

 事務局より事業者のご紹介をお願いいたします。 

【自然環境共生課長】  事業者の方をご紹介いたします。 

 株式会社神戸製鋼所 電力事業部門 部門長の北川様でございます。 

 また本日は，北川様以外にも８名の方にご出席をいただいております。 

【議  長】  ではまず，事務局より，資料７について説明をお願いいたします。 

 ≪事務局より，資料７ 方法書についての兵庫県知事の意見及び事業者の



- 2 - 

見解並びに神戸市長の意見 を説明≫ 

【議  長】  それでは，事業者の方より，大気質について説明をお願いいたします。 

 ≪事業者より， 

資料２ 神戸製鉄所火力発電所(仮称)設置計画 環境影響評価準備書 

12.1.1 大気環境 

資料８ 補足説明資料（大気質関係） を説明≫ 

【議  長】  それでは，ただいまの説明について，ご意見，ご質問がありましたらお

願いします。 

【委  員】  準備書と補足説明書と両方に対して質問があるのですけれど，長くなる

のでまず準備書のほうからお訊きします。 

 １つは，前回の審査会で，熱供給を含めて大気汚染の排出を決めている

という話があったのですけれども，資料を見ていると，熱供給の話は資料

２の 38 ページの温室効果ガスで突然出てくるだけですよね。そこまでは何

も書いてなくて，書き方もなお書きで書かれています。それから，この後

も温室効果ガスの予測・評価のところまで多分出てこないと思うのですけ

れども，そこでも，なお書きで熱供給を行った場合，という書き方になっ

ています。準備書全体としては，熱供給を行わないという流れで書いてあ

る中で，大気汚染のところで熱供給を行った場合の排出量で予測・評価す

るというのは，ちょっと分かりにくいところがあるのではないかと思いま

す。 

 ２つ目は，年平均値の予測に製鉄所を含めていますよね。既設の発電所

を含めることはよくあるのですけれど，既設の製鉄所のばい煙を年間予測

に含めるという例はなかったと思います。今回こういう形でされた理由が

あれば教えていただきたいと思います。 

 ３つ目はフュミゲーションの予測です。資料２の 735 ページにフュミゲ

ーションの予測が書いてあるのですけれども，７月 25日の９時を選ばれて

実施されていますね。このときの内部境界層の発達の比例係数は 16.2 とい

うことで，普通言われている値から比べると非常に大きな値です。この辺

の妥当性について検討されたのかどうかということ，以上の３点をお訊き

したいと思います。 

【事 業 者】  まず１点目につきましては，煙源の諸元に熱供給の分も含めた形で予測

しているのはどういうことか，というご質問だと思います。発電所の環境

影響評価につきましては，環境影響が最大となる条件で予測評価をするこ

とが１つの考え方であると理解しております。そのため，設備の最大負荷

の状態を用いて予測・評価をすることが妥当であると考えて，熱供給の余

力はございますけども，設備として持っております最大負荷の条件を用い

て，全ての予測評価をさせていただきました。 
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【委  員】  それは前回お聞きして分かっているのですけれども，そうであれば，熱

供給するという前提で全体を書かないといけないんじゃないかなと思いま

す。それから今の説明では，CO２はどうして熱供給をしないほうを書いてい

るのか，そこで整合がとれないですよね。 

 おそらく，熱供給をする可能性は低いのではないかという気がしていま

す。一方で，大気汚染の場合は協定などの関係で最大の値を出しておかな

いといけないのかなという気もしていますが，準備書の全体の流れとして，

そのあたりが矛盾しているような気がします。 

【事 業 者】  注意書きをきっちりとさせていただいたほうがよろしかったのかもしれ

ません。本来，熱供給の能力を持たせなければ，もう少し小さなボイラー

のみで設置できるのですが，将来既設の１，２号機のバックアップという

こともあり得るので，実際にはそこまで動かしませんし，投資も別途かか

りますが，余力を持った設備計画をさせていただいているところです。 

 今後，熱供給をやるかやらないかはまだ何も見えていないのですが，最

大排出量としてはそうなるものですから，それをもって環境影響の評価を

させていただいております。 

 また，ご指摘のように，年間の CO２のところだけに書いているというと

ころに対しては，やはり皆様のご注目の集まるところですので，CO２に対し

ては最大のところをちゃんとお示しをしておくべきだろうという配慮のも

とに，最大を書かせていただいております。全体の整合性がうまくとれて

いないのではないかというご指摘に対しては，注意書きできちんと書かせ

ていただければよかったと思います。 

【委  員】  いや，CO２は熱供給を入れた最大ではなくて，熱供給を入れていない場合

の値が書かれています。 

【事 業 者】  最大という注意書きを入れさせていただきました。 

【委  員】  ベースとしては，やはり熱供給は計画では考えてないんじゃないかなと

思うんですね。ただ，大気汚染に関しては最大を示しておかないと，協定

などの関係で不都合があるので最大でやりますという流れならわかるので

すけれども。 

【事 業 者】  あと１点，説明が抜けましたが，熱供給しましたときには，地域の CO２

を下げるということが別途出てきますので，そこも含めて熱供給の評価を

いただく形になるかと思います。 

【委  員】  言いたいことは分かるんですけれど，準備書全体の流れとしてはちょっ

と整合性がとれていないというか，説明不足のところがあるという感じが

します。 

 だから，もう１回整理していただいたほうがいいと思います。全体とし

ては熱供給を考えているのか考えていないのか，大気汚染だけが特別なの
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か。温排水も多分同じだと思うのですが。 

【事 業 者】  温排水に関しては，熱供給をしますと，熱はそちら側に逃げていくので，

逆に影響が小さくなります。 

【委  員】  そうすると，大気汚染だけが特別なわけですよね。 

【事 業 者】  そうですね。 

【委  員】  だから，全体としては，熱供給しないという前提で作成していて，大気

汚染だけは特別に最大量で予測されている，そこをはっきりと書いていた

だいたほうがいいと思うのですが。 

【事 業 者】  評価書のときに，注釈を入れるなどさせていただきます。 

 次に，２点目のご質問で，年平均の予測に既設の製鉄所を含めている理

由ですけども，実は配慮書の際に県知事からご意見いただいたところにさ

かのぼるんですが，準備書の 293 ページの１（４）の一番下なんですが，「大

気や水質や温室効果ガス等の環境要素については，予測の前提条件等を具

体的に示すとともに，本事業の実施に伴う既設製鉄所や既設発電所からの

負荷の増減を記すなど，神戸製鉄所全体からの環境影響についても留意す

ること」というご意見をいただいています。 

 神戸製鉄所と神戸発電所と今回新設する新しい発電所は，一体で地域に

影響を及ぼすものとして，今回評価させていただくという考え方から，神

戸製鉄所というエリア全体から出るばい煙について，今回評価の中に入れ

させていただいております。 

 ただ将来，環境予測をして，それが環境基準に適合するかどうかという

ところにつきましては，新設発電所だけを取り上げまして，それが今のバ

ックグラウンド濃度に寄与して，その結果が環境基準の年平均相当値に適

合するという評価をさせていただいておりますので，むしろ現製鉄所も含

めた現状と将来というのは，全体の比較という意味でご参考として入れさ

せていただいたという考え方でございます。 

【委  員】  やっていただく分には邪魔にはならないので構わないのですけれど，県

知事意見も，留意することということで，別にそこまでしなさいとは書い

ていないと思います。結果としてされている分にはいいのですが，やはり

アセスの制度としては発電所が対象です。そうすると，750 ページの予測結

果の将来寄与濃度というところには製鉄所の分が入ってくるわけですよ

ね。 

【事 業 者】  将来寄与濃度は新設分のみです。評価という意味では，新設だけを今の

状態のバックグラウンドに足した場合の予測結果を評価しています。例え

ば，693 ページの第 12.1.1.1-55 表（１）の表で，現状と将来の既設を含め

たものを記載させていただいているんですけども，将来環境濃度を算出す

る場合は，新設発電所の寄与濃度のみをバックグラウンド濃度に足して算
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出させていただいています。 

【委  員】  わかりました。それなら結構です。 

【事 業 者】  ３点目のフュミゲーションの予測について，内部境界層の発達の係数が

高いというご指摘だったんですけど，我々の現地調査の結果からは，準備

書の 735 ページに示している 19 例について，フュミゲーションという内部

境界層が発生しているという解析を実施しました。 

 この 19 例全てについて予測計算を行いまして，最も高い着地濃度が示さ

れたものを，この後のページで評価しています。 

【委  員】  それは分かるのですけれども，普通，比例係数は６から 10，高くても 12

というような値なので，16.2 というのは内部境界層がものすごく発達して

いることになります。 

【事 業 者】  数値的には高いのですが，この結果が着地濃度として最も高くなるもの

ですから，より安全側の評価という意味では，着地濃度がより高くなるも

のを評価して，それを基準と対比してお示しさせていただいております。 

【委  員】  ただ，７月 25日の９時の欄を見ると，風速が 0.9 メートルと非常に弱い

です。おそらく対流混合層みたいなのは発達していると思うのですけれど，

海風で海岸線から内部境界層が発達しているかどうかちょっと分からない

ですし，ましてやフュミゲーションという形で煙が内部境界層に取り込ま

れて，高濃度が起こるような現象が，こういう風の弱いケースで起こって

いるかというと，ちょっと疑問なんですね。 

 だから，こういうときはもう１回全体で見直していただいて，本当に内

部境界層発達時の条件として適切かどうかというのを検討していただいた

らよかったのと，ここは六甲アイランドの影響がありますよね。海岸線を

どこにとられるかによって，この発達の係数が変わってくるのですけれど，

おそらく六甲アイランドではなくて昔の海岸線をゼロにしていますよね。

もし六甲アイランドを基準にとられれば，この係数も下がってくる可能性

はあるわけですし，そういったところをもう一度，内部境界層の予測条件

を決めるときに検討していただきたいと思います。 

【事 業 者】  ご指摘の７月 25日の気象状況を確認しましたところ，神戸気象台では曇

りの天候で終日曇っていて，日照時間がゼロという状況でした。 

 確かにご指摘のとおりに，日射の影響を受け，海の熱放射によって内部

境界層が発達するという条件には当てはまらないとも考えられるんです

が，ただ，これまでの事例で内部境界層の発達条件として定められている

条件に該当することから，計算して求めております。 

 それと，この比例係数の値が大きくなり過ぎることによって懸念される

こととしましては，最大着地濃度がより煙源に近くになるということです

が，この時間の計算結果では煙突から 4.2 キロメートルの地点でございま
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して，近くに着地している訳ではないと考えております。 

【委  員】  それは，風が弱いので排煙上昇が高かった，989 メートルという非常に高

く上がっているからそうなったわけですよね。だから，今説明があったよ

うに，機械的に条件の中から選ぶというのも，それはそれでいいのかもし

れませんけれど，そうではなくて，もう一度内部境界層として適切な条件

はどれかということを検討していただきたいと思います。 

 つまり，風が上空 150 メートルで 0.9 メートルという非常に弱い風なの

で，内部境界層は海から陸にかけて吹かないとまず起こらないので，果た

して海から陸に吹いていたかどうかも含めて検討していただきたいと思い

ます。 

【事 業 者】  分かりました。ご指導いただいた点を踏まえて見直したいと思います。 

【委  員】  ２点お伺いします。準備書の 682 ページの，建設機械の稼働に伴う二酸

化窒素濃度の予測ですが，建設機械の寄与濃度が日平均値で 0.0126ppm と

いうのはかなり高いように思います。建設機械は日中だけしか動かないは

ずですので，１時間の最大ということで予測をしていただくとどうなるの

かということをお尋ねしたいと思います。 

 それからもう１つは，簡単なことなんですけれども，750 ページの年平均

の予測結果の表に，二酸化窒素の環境基準の年平均相当値が 0.030ppm と書

かれていて，この表だけではなく全体を通してそういうふうに記載されて

いるのですが，これは１日平均値の 0.06ppm を年平均に換算した数値とい

うことですか。 

【事 業 者】  0.06ppm から計算しております。 

【委  員】  この二酸化窒素の環境基準は，751 ページにも記載がありますけども，１

時間値の１日平均値が 0.04 から 0.06ppm までのゾーン内，またはそれ以下

というのが基準であって，0.06ppm 以下という単純なものではないので，年

平均相当値という場合も，やはり１日平均値に合わせた記載をするべきで

はないかと思います。 

【事 業 者】  範囲でお示しするということでしょうか。 

【委  員】  はい。範囲で示すべきだと思いますので，ご検討いただければと思いま

す。最初のほうの質問はどうでしょうか。 

【事 業 者】  すみません。今，手元に数値がございませんので。 

【委  員】  それでは，また別の機会にお願いします。 

【委  員】  資料８について，これは方法書のときの意見に対して，丁寧にいろんな

計算をしていただいて作っていただきましたが，これ自体は非常によくや

られていると思います。 

 その中で，まず１の特殊気象条件の影響なんですけど，1-1 ページに予測

計算のフローが書いてあります。③で，寄与濃度を予測計算して影響がな
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いというやり方は適切ではないと思います。ここは観測値だけでフロー図

としてほしかったと思います。やはり，アセスのときの予測計算の妥当性

も含めてこれをやらないといけないので，最後に計算して寄与濃度が小さ

いといったら，これはアセスでやっていることと何も変わりません。やっ

ぱり測定値を見て，その中からフュミゲーションとかダウンウォッシュの

影響がなかったかという，そういう判断をしてもらいたかったのです。 

 ただ，ここは発電所だけの煙源じゃなくて，ほかにいろんな煙源がある

ので，なかなか難しいとは思いますが，観測データを見て，特殊気象条件

のときに濃度がどれだけ上がったかというような評価ができないかなとい

う気がしています。 

 例えば，1-11 ページで４月 20 日のフュミゲーションを書いていますよ

ね。そこでは SO２も上がっているし，NO２も上がっているし，SPM も上がっ

ています。フュミゲーションの起こりそうな条件のときに石炭火力から出

る３つの物質濃度が上がっているので，これは一応フュミゲーションの発

生が疑われるわけですよね。こういうときに，ここで計算して寄与が小さ

いというのではなくて，ここでどのぐらい濃度が上がったかという，それ

がやっぱり発電所だけじゃないですけれど，風上にある施設の寄与だと思

うんですよね。 

 だから，ここでこの時間帯に，例えば NO２で３ppb とか４ppb 上がれば，

それが発電所だけではないですけど風上の施設の寄与だという，そういう

評価はできなかったのかなというのが１つです。 

 それから，もう１つは，３番の高層建築物の影響ですけれど，これは年

平均値でされていますよね。これを年平均値でやったらほとんど影響がな

くなるのは当たり前なので，これはやはり短時間値，１時間値の予測が必

要じゃないかと思いますし，なおかつ，排煙上昇の過程も考えたような形

で予測する必要があったんじゃないかと思います。この２点ですね。 

【事 業 者】  今，ご指摘いただいた高層建築物の年平均１時間値予測については，同

様のプルーム式，パフ式で予測した１時間値であれば，まさにこのとおり

同じ計算の結果が得られておりますので，それをお示しすることは可能で

す。 

【委  員】  排煙上昇の過程は分かりますか。 

【事 業 者】  有効煙の高さは計算しています。 

【委  員】  150 メートルの煙突から出て，最高の高さが 190 メートルの建物なので，

途中で当たるかどうかの確認ぐらいはしていただいたほうがよいと思いま

す。普通は当たらないですか。 

【事 業 者】  当たらないです。 

【委  員】  当たらないのであれば，通常のパフ式，プルーム式でよいと思います。 
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【事 業 者】  通常は，有効煙の高さは 400 メートルとかそれぐらいまで上がりますの

で。 

【委  員】  いや，建物が近くにあれば，上昇中に当たる可能性があります。 

【事 業 者】  これに関しても確認させていただきます。 

【議  長】  最初の質問については，いかがですか。 

【委  員】  こういう特殊気象条件が起こったときに，観測でどのぐらい濃度が上が

ったかというのを知りたいです。 

【事 業 者】  元々のベースラインから，どのぐらい上がったというようなまとめ方を

することはできます。 

【委  員】  ベースラインの決め方は難しいと思うんですけど，観測結果だけから評

価して，大体どの程度上がったかがわからないでしょうか。 

【事 業 者】  分かりました。 

【委  員】  全体を拝見していて，NOx が条件が悪いときに数割上がるような傾向が出

ているんですけども，当該地域は光化学スモッグとＰＭ2.5 がもともと厳し

い条件があるところだと思うんですが，VOC の評価はどうでしょうか。 

【事 業 者】  神戸製鉄所の中には，VOC などの特定排出施設があったんですけども，発

電所にはそういったものに該当するものはございません。 

【委  員】  石炭そのものですけども，貯蔵中に若干何かが出てくるということがあ

ると思っているんですが，そちらのほうの評価はどうですか。 

【事 業 者】  そういった評価はしておりません。 

【委  員】  今後，NOx が数割上がるという評価なので，特に建設機械などについてこ

れ以上の提案は難しいのかどうなのかということと，VOC のことについて，

もう少し評価をしていただくことはできないでしょうか。 

【事 業 者】  その点については，手法もありませんので，なかなか難しいかなと思っ

ています。 

【委  員】  とはいえ，この地域の特性からいくと，結構肝心なところじゃないかと

思うんです。長らく石炭を扱っておられるので，全くデータがないわけじ

ゃないと思うんですけど。研究ベースの値でもいいので，１回ぐらい試算

されたらどうかと思ったのですが。 

【事 業 者】  今まで測定したことがございませんでした。 

【委  員】  研究例が皆無ということはないんじゃないですか。ちょっと調査をお願

いします。 

【事 業 者】  検討させていただきます。 

【委  員】  大きな問題ではないんですけども，準備書の 631 ページあたりを見ます

と，観測の時間値であるとか，風向別であるとかいう形で濃度が表示され

ています。その中でちょっと気になったのが，バックグラウンド濃度が５

年の年平均値で出されていて，それにこの事業が排出する汚染物質の数値



- 9 - 

が上乗せされています。 

 例えば，１時間値でかなり大きな数字が出る。そのときに気になったの

が 629 ページあたりに，例えば海風，大陸風の変化によって非常に大きく

なる時間帯というのが，すごく顕著にあらわれるような状態になっている

と思うんです。説明を聞いていて，基準値を全部クリアしているから大丈

夫ですというふうにしか聞こえなかったんですけど，そういう寄与濃度が

高くなるようなところを探すのも，アセスの中の大事なことじゃないかと

思ったのが１つです。 

 要は，海岸の近くにある施設で，特に海風の影響を受けると思います。

たくさんデータを作ってくださっているのでわかりやすいんですけど，多

くのデータから数字が上がりやすい条件を見極めて，こういうときに濃度

が高くなりますよというようなものはできないんでしょうか。 

【事 業 者】  今，ご意見いただいたバックグラウンドの値の取り方ですが，バックグ

ラウンド濃度は全て年平均値をとっているわけではございません。例えば，

697 ページの表の二酸化窒素がわかりやすいかなと思いますが，二酸化窒素

の年平均値の予測は，バックグラウンドを年平均値で出させていただいて

ございます。 

 次に，日平均値の予測をするときには，例えば 711 ページで，例えば日

平均値の寄与を足して評価をするときのバックグラウンドは，注４に書い

てあるように，この期間の日平均値の最大値に我々の寄与を足してどうか

という評価をさせていただいております。このように年平均値は年平均値

のバックグラウンドを使わせていただいて，日平均値は日平均値の最大値

を使わせていただいております。 

 もう一つ，１時間値の予測ということで，逆転層の予測をさせていただ

いているんですけども，それに関しましては 719 ページにお示ししている

んですが，これは１時間値の予測をしておりますので，バックグラウンド

は１時間値を使っていますけども，このバックグラウンドはどれを持って

きたかというと，このエリアで一番高かった値の１時間値，要するに逆転

層が発生した日時において公設局で一番高かった値を持ってきて，それに

寄与濃度を足して評価させていただいております。 

 先ほどのご説明では，そのあたりは割愛させていただいたもので申し訳

ありませんでした。 

【委  員】  気になったのは，浮遊粒子状物質で，既にバックグラウンドで×がつい

ている地点がいっぱいありますよね。それを５年間の平均値にされると，

浮遊粒子状物質が非常に小さい数字になってしまうんじゃないかなと思っ

たんです。 

【事 業 者】  浮遊粒子状物質につきましては，１時間値で濃度が高い場合は発生する
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んですが，年間を通してみると環境基準をほぼ守っている状態です。 

【委  員】  そうですね。だから，一般には浮遊粒子状物質というのは，結構時間的

なところで左右するものじゃないですか。本当に地理的によそから来るも

のもあれば，自前で発するものもあるので。そういったときに，非常に短

時間に大きな数字が出ることもあり，バックグラウンドがあまり大きい数

字でなければ，いくら寄与濃度をプラスしてもそんな大きな数字が出ない

のかなと思いました。 

【事 業 者】  それぞれの特殊気象の１時間値の予測には，その気象が出た中で一番高

かったバックグラウンドを持ってきて，それで評価をしております。 

【委  員】  じゃあ，ここに今数字が出ているのは一番高かった数字ですか。 

【事 業 者】  そうです。他社さんも含めまして，電力関係のアセスメントではこれが

通例のやり方になっています。 

【委  員】  それは知っているんですけど，何かちょっと分かりにくいかなというと

ころが。かなり浮遊粒子状物質に×印がついている地域があるのにもかか

わらず，そういうのを帳消しするような数字になっているのかなというふ

うに感じたんですが。 

【事 業 者】  特にそういうようなやり方にはなっておりません。 

【委  員】  兵庫県知事の意見及び事業者の見解で，427 ページの一番上に，「二酸化

炭素の総排出量をより低減するため，地域での具体的な削減方法を検討す

ること」と書いてあることに対して，事業者の見解で，「地域での具体的な

削減方法について検討いたします」とありますけど，具体的な削減方法と

いうのはどういうものでしょうか。 

【事 業 者】  先日の１回目のときにもお答えしたんですけれども，現在検討中でござ

いまして，この審査会が開催されている間には，具体的な方針についてお

示しさせていただきたいと思っております。現時点でお約束できるものが

決め切れていない状況にございまして，申し訳ございません。 

【委  員】  世界的に CO２の削減が言われている中で，石炭発電を使うと，かなり天

然ガスや他のエネルギー源に比べて，かなり CO２の排出が高くなるので，

その辺を具体的に示していただきたいと思います。 

【委  員】  今まで結構柔らかい言葉で言ってきたんですけど，最初の配慮書の頃か

ら，この時期に石炭火力を発電するのはないだろうということで，CO2を増

やさないでほしいというところがすごい根にありました。でもアセスで出

てきた以上，評価しなければいけないということで今まで関わってきまし

た。前回の審査会で，排出原単位が 0.7 ㎏-CO2/kWh で，天然ガスと比べる

と２倍近く高いものを本当に容認していいのかなと思いました。 

 前回も意見したんですが，要はこれからの道筋ですよね。神戸製鋼所が

作るものなのか，関西電力が作るものなのか，国が作るものなのか，すご
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く難しいところなんですけど，でもそれがないと本当に 0.37 ㎏-CO2/kWh ま

で下がるというような想定ができないんですよね。石炭火力がまだ増えて

いる，それでも，私たちは認めなければいけない。安価な電力を供給して

くれる電力を増やすというところは大事なことなんですけど，何かすごく

容認しがたい部分がこの前の意見でいっぱいあったので。例えば，同じ石

炭火力発電所だとしても，もう１つ上の最新の技術開発されたものを導入

されるのであれば，当然ながらアセスの結果も全部違ってくるわけです。 

 だから，どこで容認していいのかがすごく難しいところで，方法書や１

つ前の配慮書でも見ていただくと，そのあたりの回答があまり正確に返っ

てきていないと私は思っているんです。だから，本当にどういうふうにも

っていくのが一番いいのかなと思っていて，全国的にも石炭火力がこのま

ま進んでいったら，2030 年にどれくらいの二酸化炭素の排出量になるのか

というところも押さえていただかないと，この話は本当にパリ協定で進ん

でいる中で，本当に認めていいのかなというところで葛藤しています。 

 ですから，神戸製鋼所ではなくて関西電力にもお聞きしたいことがたく

さんあって，関西電力がどういう道筋で今後 CO２排出量を考えていて，こ

れを容認しているのかというところもちょっとお聞きしたいと思っていま

す。神戸市も，今までのアクションプランがある中で，こういうものを展

開していっても大丈夫なのかというところもすごく気になるところです。

ちょっと疑問だらけで今この席に座っています。これからも審議を続けて

いくわけですが，できるだけ検討していただきたい，省エネの具体的な事

例を出していただきたい，そして二酸化炭素の排出量の削減に大いに貢献

していただきたいというのが一番の願いです。 

【環境保全部長】  少し，事務局からよろしいでしょうか。 

 今，委員からご意見いただきましたけど，やはり神戸市としましても，

環境モデル都市にふさわしい石炭火力ということが必要なのかなと考えて

ございます。当然，国のエネルギーミックスの中で石炭火力をゼロにする

ということではございません。将来的には 26％を確保して，安全性・安定

性・経済性・環境性を確保していくというのが国の政策でございますので，

その中で位置づけられた石炭火力ということでございます。 

 その上で，やはり環境モデル都市神戸にふさわしい石炭火力，それは１

つは CO２を最大限まで削減した石炭火力であるということ。それにつきま

しては，未利用エネルギーの利用につきましても，この審査会でご意見を

いただいた上で，市長意見として出させていただきましたので，事業者と

してそのあたりをどのように考えておられるのか，この審査会の中でお示

しをしていただきたいと考えております。 

 それともう１点は，やはり大都市近接の石炭火力であり，周辺に住民が
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多数住んでおられますので，この方たちに対する汚染物質の暴露をなるべ

く少なくしていただくという，そういうことが必要かと考えてございます。

資料７の 427 ページの一番下のウですが，環境保全措置の検討にあたって

のご意見を申し上げておりますけれども，事業者からの見解としては，実

行可能な範囲内において十分な検討を行ったということでございますけれ

ども，ここについて疑問なところがございます。「準備書第 12 章の 12.2.4

環境保全措置に係る環境監視計画に記載をしております」とあるんですけ

ども，具体的な内容はここから見えないので，そのあたりもご説明いただ

きたいと思います。まさに複数案の比較検討あるいは導入の検討を，どの

ように具体的に行ったかということをこの審査会の中でお示しいただけれ

ばと考えております。 

【委  員】  12.2.4 は，何か工事中の対策だけ書かれてないように見えます。そうで

はなくて全体の環境計画みたいなものを書いてほしいと思うんですが。 

【事 業 者】  済みません。これは誤記でございまして，そのもう一つ前の 12.2.3 の間

違いでした。訂正をさせていただきたいと思います。ここに具体的な環境

保全措置の結果の整理ということで記載させていただいております。 

 それで，製鉄所と発電所の対策ということでご意見をいただいておりま

したが，製鉄所に関しましては，このためにということではないんですが，

上工程の高炉や転炉を加古川製鉄所に集約することによって，休止・廃止

します。残りの設備ですが，既設の神戸発電所をつくるときに，もともと

重油で加熱していた加熱炉を全て都市ガスに燃料転換をしております。 

 ということで，なかなか削減余地がないということがありましたので，

準備書の 30 ページの第 2.2.9-5 表で，参考として株式会社コベルコパワー

神戸のことを記載しています。左が現状，右側が将来ということで書いて

おりまして，硫黄酸化物については 24ppm から 16ppm，窒素酸化物について

は 24ppm から 20ppm，ばいじんについては 10ppm から８ppm ということで，

今回の計画に伴いまして排出濃度を下げさせていただこうと考えておりま

す。 

 これは，１号機稼働後 15 年以上が経ち，その間に保全技術のノウハウあ

るいは運転管理技術のノウハウという蓄積があり，それによっていろんな

操業上の変動を抑え込むことができるようになったので，今回見直しして

おります。これによって，トータルとしての対策をさせていただいており

ます。 

 この数字につきましては，神戸市とご相談することになるかと思うんで

すけれども，この左側に書いております神戸発電所の 24，20，10ppm とい

うのが現在環境保全協定で決められておりまして，これを超えますと私ど

もは自主的に止める，そういう超えてはならない数字という形で決められ
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ておりまして，今回お示ししました数値につきましても，やはり協定の中

できっちりと決めていくことだと認識しております。 

 それと，今回の神戸製鉄火力発電所ですが，窒素酸化物について，一応

20ppm というに書かせていただいております。以前，方法書の審査会の中で，

もっと下がらないかというお話がありまして，そのときのお答えとしまし

ては，神戸市との協定の中で，脱硝装置につきましては，できるだけ起動

時の早いときから作用させなさいとなっております。これは前回のアセス

のときの審査会から答申をいただいておりまして，実際には排ガス温度が

400℃以上にならないと十分機能しないんですが，ぎりぎり作用するという

ところで 300℃から一応入れるというところで，そのときにやはり１時間値

としてどうしてもやはり 20ppm ぐらいにはなってしまうので，新設の発電

所も既設のほうも 20 ppm で書かせていただいております。 

 ただし，定常運転時はどうなのかという話が，神戸市からいただいてお

りまして，それにつきまして，新設発電所では 15 ppm 以下，既設発電所は

実績も見まして 19 ppm ぐらいではいけるのかなと考えております。そのあ

たりも含めて，今後，協定をどうしていくかというのを神戸市と協議しな

いといけないと思っております。 

【環境保全部長】  今，協定のお話がありましたけれども，やはり意見の中で既設の発電所

を含めて総合的な観点，それから複数案の比較検討，よりよい技術の導入

の検討をお願いしておりますので，まず具体的にどういう検討をしてそう

いう結果になったのかをお示しいただきたいと思います。 

 それから，確かに環境保全協定の値と，このアセスで使っている値もそ

うですけれども，これを超えれば即停止をしていただくという，かなり高

い基準でございますので，アセスにおいては安全側として採用するという

理論はわかりますが，やはり市民の方々あるいは審査会の先生方に，実際

どれぐらいのレベルで運転できるんだということについて，今口頭ではご

説明いただきましたけども，そのあたりをもう少し整理して，今までどう

いう検討をされていたかということも含めて，文書できちんとご説明をい

ただきたいと考えております。 

【事 業 者】  CO２に関して，もう一度簡単にご説明させていただきたいと思います。 

 １回目の審査会でも少しご説明させていただきましたが，先ほど神戸市

からご意見がございましたように，やはり神戸市でやらせていただく石炭

火力でございますので，我々も都市型の石炭火力として，やれるだけのこ

とはやらせていただきたいと思っております。その中で，熱供給能力を持

たせてございますのも，普通はあれほどの能力は持たさないんですが，将

来のいろんな可能性，それとバックアップも含めて今はおかせていただい

ています。ある意味，熱をいかにして有効利用させていただけるかが１つ
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あるかと考えております。 

 それと，バイオマスに関しましても，いろいろ検討はしてきております

が，１回目にご説明しましたように，やはり地域の緑化なり自然保護に役

立つものでなければ意味がないと思っておりますので，六甲山系の森林等

の間伐材の活用等を含めて，いろんなところを調査させていただきたいと

思っております。 

 それと，やはり都市部でございますので，下水処理から発生する汚泥の

有効活用や，燃焼処理をされているようなものを発電所で使えないかとい

う検討をしてきております。これらについて，しっかりとお示しできると

ころまできておりませんが，そういったものについても目途をつけていき

たいと考えております。 

 また，都市部にある発電所でございますので，やはり送電ロスが少ない

というところが１つございます。普通 100 キロで送電ロスが１％ぐらいご

ざいますけども，日本海側から送ってくるものに比べて，トータルでは送

電ロス分が３％，一次エネルギーに直しますと１％ぐらい少なくなります。

発電端効率 43％申し上げておりますが，これが発電端効率 44％ぐらいの発

電ユニットになる，そういった評価をしていただけるものと思っておりま

す。 

 そういった都市部の石炭火力としてお認めいただけるようなところを，

事業者としてきちんと整理したいと考えておりますので，この審査会の中

で何らかのご説明ができるようにしていきたいと思っております。 

【議  長】  ほかにはいかがですか。 

 時間が過ぎてしまっていますけれど，かなり重要な案件なので。 

【自然環境共生課長】  事務局から委員の皆様にご確認させていただきたいのですが，本日の審

議の予定時間は過ぎているのですが，この他に，騒音，振動，景観が残っ

ております。例えばあと 30 分程度延長させていただけるものなのかどうな

のか，先生方にお諮りいただきたいのですがいかがでしょうか。 

【委  員】  私は，本日はこれ以上難しいのです。 

【自然環境共生課長】  それでは，本日はここで終わらせていただきます。残りの分は次回にお

願いしたいと思います。 

【議  長】  それでは，残りは次回ということでお願いいたします。ありがとうござ

いました。 

 それでは，本日の審議は以上で終了いたします。 

 事業者の方，ご説明ありがとうございました。退席していただいて結構

です。 

 傍聴者の方も恐れ入りますが，資料はお席に置いたまま，ご退席いただ

くようお願いいたします。 
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≪事業者・傍聴者 退席≫ 

 

 それでは，今後の予定について，説明をお願いいたします。 

【自然環境共生課長】  本日，ご質問，宿題等が残っておりますので，それにつきましては次回

以降に追加資料等の準備をさせていただきます。 

 以上をもちまして，本日の審査会を終了させていただきます。お忙しい

中，どうもありがとうございました。 

 


